
    
    

                                                    

        

 

                                            

 

 

☆ ☆ ☆ 今 月 の 税 務 メ モ ☆ ☆ ☆ 

 
１１１１．．．．３月分源泉所得税の納付   納付期限・・・・・・４月１０日 

２２２２．．．．２月決算法人の確定申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）   申告期限・・・・・・４月３０日 

３３３３．．．．８月決算法人の中間申告（法人税・消費税・法人事業税・法人住民税）  申告期限・・・・・・４月３０日 

４４４４．．．．５月・８月・１１月決算法人の消費税中間申告   申告期限・・・・・・４月３０日 
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毎月１日発行                      ２０１３年４月１日（月）第２８１号 

消費税法の省令が公布 

 消費税法の省令が３月１８日に公布されました。消費税

法では、任意の中間申告と特定新規設立法人の納税義務の

免除の特例の新設が行われており、これに関する届出書等

の記載事項が省令で規定されています。 

 直前の課税期間の確定消費税額が年４８万円（地方消費

税を含めると６０万円）以下の事業者には中間申告の義務

はありませんが、消費税納付のための資金繰り管理などか

ら任意の中間申告を認める制度が創設されました。そこで、

中間申告書を提出することを要しない事業者が、中間申告

書を提出する場合の届出書と、この届出書を提出した事業

者が中間申告をやめる場合の届出書の記載事項が規定さ

れました。 

 中間申告書を提出する場合の届出書には、①届出者の氏

名又は名称及び納税地、②届出書を提出した日以後にその

末日が最初に到来する６月中間申告対象期間の初日及び

末日の年月日、③６月中間申告対象期間の属する課税期間

の直前の課税期間の初日及び末日の年月日、④その他参考

となるべき事項を記載します。中間申告をやめる場合の届

出書には、中間申告書を提出する場合の届出書の記載事項

のうち、③を除いたものを記載します。 

 一方、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例は、消

費税が２年間免税となる資本金１千万円未満の新設法人

のうち、課税売上高が５億円超の企業に５０％超の株式を

保有される場合は、事業者免税点制度を適用しないとする

制度です。特定新規設立法人に該当した場合の届出書には、

①届出者の名称及び納税地、②届出者の行う事業の内容、

③設立の年月日、④事業年度の開始及び終了の日、⑤特定

新規設立法人に該当することとなった事業年度の開始の

年月日、⑥基準期間に相当する期間における課税売上高と

して計算した金額が５億円を超える者の当該金額、⑦５億

円を超える者の氏名又は名称及び納税地、⑧その他参考と

なるべき事項を記載します。 

 

２５年公示地価は５年連続下落も上昇地点が急増 

 平成２４年１月以降の１年間の地価は、全国的に依然と

して下落を示しましたが、下落率は縮小し、上昇・横ばい

の地点も大幅に増加し、一部地域において回復傾向がみら

れたことが、国土交通省が２１日に発表した平成２５年地

価公示結果で分かりました。 

 平成２５年１月１日時点の公示地価は、全国平均（全用

途）で前年比▲１．８％（前年▲２．６％）と、５年連続

の下落となりましたが、下落幅は縮小傾向を示しました。

前年と比較できる全国約２万６千ヵ所の調査地点のうち、

地価が上昇した地点（全用途）は、前年の５４６地点から

２００８地点へと大幅に増えました。特に東京圏は、上昇

地点が前年の９３地点から６０６地点へと６．５倍に急増

しました。 

 用途別では、全国の住宅地が前年比▲１．６％（前年▲

２．３％）、商業地が同▲２．１％（同▲３．１％）とと

なり、ともに下落率は前年より縮小しました。住宅地の地

価の上昇地点は全国で１５０１地点（前年４４１地点）で

すが、特に東京圏が４２３地点（同６６地点）と急増した

ほか、地方圏も５０８地点（同１１４地点）へと増えまし

た。宮城県は、復興の進展に伴い住宅の新築が増え、全体

で１．４％上昇となり、全国１位の上昇率となりました。 

平成２５年の公示地価のアドレスは 

http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/2013/index.html 


